
NEWS RELEASE 
 

 人と物の移動を見つめ支えます 

国土交通省中国運輸局島根運輸支局  

平成３０年９月１９日 

  山山陰陰初初！！タクシーで荷物も運びます！ 

～「貨客混載輸送」許可書交付式のお知らせ～ 
＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝ 

 

 中国運輸局（土肥 豊局長）は、平成３０年９月１１日付けで、鹿足郡吉賀町でタクシー

事業を営む六日市交通有限会社（代表取締役 村上智孝 法人番号8280002010656）

に対し、山陰初（島根県・鳥取県）となる貨客混載の許可を行いました。 

この度、島根運輸支局では下記のとおり許可書交付式を行いますのでご案内いたします。 

タクシー事業者に対する貨客混載許可については、山陰初の事例となり、今後、当該事業

者の保有するタクシー車両を使用して貨物の輸送を行うことが可能となるものです。（高齢

化が進む農家に代わってお米の配送などをタクシーで行うことを予定） 

 

記 

○交付日時  平成３０年９月２０日（木） 午前１１時から 

○場  所  中国運輸局島根運輸支局 会議室〔２Ｆ〕 

       島根県松江市馬潟町４３－３ 

○取 材 等  許可書交付式は、撮影可能です。希望される方は、当日の９時までに 

島根運輸支局あてご連絡ください。 
 
 

 

 

 

問い合わせ先  

（所属） 中国運輸局島根運輸支局  

（担当） 輸送・監査担当 小早川、秦（はだ）  

（電話） 0852-3７-１３１１ 
（FAX）  0852-37-2030 

Chugoku Transport & Tourism Bureau 

貨客混載輸送とは・・・ 

国土交通省では、自動車運送業の担い手を確保するとともに、過疎地域において人流・物流サー

ビスの持続可能性を確保するため、一定条件のもとで、旅客運送及び貨物運送の事業の「かけもち」

を行うことができるよう制度を改正しました。 

（平成２９年８月７日改正 同年９月１日施行） 

六日市交通（有）より提供 


